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○館林市再生資源集団回収事業助成金交付要綱 

平成５年５月12日館林市告示第49号 

改正 

平成６年４月25日告示第42号 

平成11年３月25日告示第19号 

平成16年３月24日告示第21号 

平成17年12月22日告示第82号 

平成28年３月31日告示第66号 

平成29年３月22日告示第38号 

令和４年３月31日告示第101号 

館林市再生資源集団回収事業助成金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、資源の再生利用を推進し、ごみの減量化を図るため、再生資源を回収する団

体等に対し助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 再生資源 一般廃棄物のうち資源として再生利用できる古紙、空きビン、金属類、布類等

をいう。 

(２) 団体等 営利を目的としない市民で構成するおおむね20世帯以上の団体をいう。 

(３) 組合 館林広域再生資源事業協同組合をいう。 

（助成対象者等） 

第３条 市長は、再生資源を回収する団体等及び再生資源を引き取る組合に対し助成金を交付する

ものとする。 

２ 団体等は、館林市再生資源集団回収事業団体登録申請書（別記様式第１号。以下「団体登録申

請書」という。）を提出し、団体登録をしなければならない。 

３ 市長は、団体等から前項の規定により団体登録申請書が提出された場合は、その内容を審査し

適当と認めるときは、団体登録証（別記様式第２号）を当該団体等に交付するものとする。 

（助成金の額） 

第４条 助成金の額は、予算の範囲内とし、団体等には回収重量１キログラム当たり６円、組合に

は１キログラム当たり３円を交付するものとする。 
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（申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする団体等は、団体登録証を提示するとともに、館林市再生資

源集団回収事業助成金交付申請書（別記様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 助成金の交付を受けようとする組合は、館林市再生資源集団回収事業実績報告書（申請書明細）

（別記様式第４号）及び館林市再生資源集団回収事業助成金交付申請書（別記様式第５号）を市

長に提出しなければならない。 

（助成金の交付決定等） 

第６条 市長は、団体等又は組合から前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適

当と認めるときは、助成金の交付を決定する。 

２ 前項の交付決定を受けた団体等又は組合は、館林市再生資源集団回収助成金請求書（別記様式

第６号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、団体等又は組合から前項の請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と

認めるときは、当該団体等又は組合に対して助成金を交付するものとする。 

（引取り） 

第７条 組合は、団体等が回収した再生資源を市場価格で引き取り、その代金を当該団体等に支払

う。ただし、再生資源の市場価格がないとき、又は引取りが有償の場合には、再生資源を引き取

り、その代金を支払わないことができる。 

（処理費用） 

第８条 市長は、前条ただし書の規定により組合が再生資源を引き取った後の処理費用を支払うこ

とができる。 

（助成金の返還） 

第９条 市長は、偽りその他不正行為により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の一部又は全

部を返還させることができる。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、告示の日から施行し、平成５年４月１日から適用する。 

２ 館林市資源ごみ集団回収事業助成金交付要綱（平成３年館林市告示第37号）は、廃止する。 

附 則（平成６年４月25日告示第42号） 

この要綱は、告示の日から施行し、平成６年４月１日から適用する。 
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附 則（平成11年３月25日告示第19号） 

この要綱は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年３月24日告示第21号） 

この要綱は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年12月22日告示第82号） 

この要綱は、平成18年１月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日告示第66号） 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月22日告示第38号） 

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月31日告示第101号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 
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別記様式第１号（第３条関係） 
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別記様式第２号（第３条関係） 
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別記様式第３号（第５条関係） 
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別記様式第４号（第５条関係） 
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別記様式第５号（第５条関係） 
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別記様式第６号（第６条関係） 

 


